
計 画 書

石垣都市計画特定用途制限地域の決定（石垣市決定）

都市計画特定用途制限地域を次のように決定する。

種 類 面 積 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 備 考

特定用途制限地域 約 3.0ha 建築基準法別表第２（い）項第一号、第二

号、第九号及び第十号に掲げる建築物以外の

建築物

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理由

石垣市風景計画（平成 19 年４月 25 日告示第 64 号）に規定する農村風景域集落地区の景観形成のための

方針並びに「エヴァの郷獅子森街並建築協定」（平成９年 11 月）に従い、元名蔵の自然とのふれあいが

感じられ、良好な景観と格調性にすぐれた豊かな住宅地を形成することを目的として、特定用途制限地

域の決定を行い、獅子森区域の住環境及び自然環境を阻害するおそれのある建築物の規制を行う。



（参考） 
■建築基準法別表第２（い）項に掲げる建築物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■建築基準法施行令 130 の３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■建築基準法施行令 130 の４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■建築基準法施行令 130 の５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




